
様式　３
　地方自治法施行令第１６７条の２　第１項第３号該当契約の令和8年度　締結状況

①契約の名称 ③契約日及び ④契約金額（税込み） ⑤契約の相手方の

（業務名or品名） 　　期間（納期） 　　　　　　　単位：円 名称

中央公民館
新潟市鳥屋野地区公民館・東地区
公民館・関屋地区公民館休日・夜間
受付業務

公民館の平日の夜間や土・日曜日等の職員
の勤務時間外において，来館者や電話の応
対，施錠管理等の施設管理業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

8,455,630
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

豊栄地区公民館
豊栄地区公民館夜間・休日受付管
理業務

豊栄地区公民館の平日の夜間や土・日曜日
等の職員の勤務時間外において，来館者や電
話の応対，施錠管理等の施設管理業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

3,303,319
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

豊栄地区公民館
北地区公民館夜間・休日受付管理
業務

北地区公民館の平日の夜間や土・日曜日等
の職員の勤務時間外において，来館者や電話
の応対，施錠管理等の施設管理業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

3,128,410
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

中地区公民館
新潟市中地区公民館及び石山地区
公民館休日・夜間受付業務

公民館の平日の夜間や土・日曜日等の職員
の勤務時間外において，来館者や電話の応対
（使用料の収納）及び施錠管理等の施設管理
業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

5,472,682
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

亀田地区公民館
新潟市曽野木地区公民館・両川公
民館　夜間・休日受付管理業務

平日夜間や土日等職員の勤務時間外におい
て，管理人として来館者の対応，電話の応対，
利用申込書の預かり，使用料の収納，施錠管
理等の施設管理業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

4,468,498
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

亀田地区公民館
新潟市横越地区公民館夜間・休日
受付管理業務

横越地区公民館における休日・夜間の来館者
対応，電話の応対，施錠管理等の施設管理業
務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

3,020,099
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

白根地区公民館 新潟市味方地区公民館管理業務
味方地区公民館の平日昼間，夜間や土・日曜
日等において，来館者や電話の応対，施錠管
理等の施設管理業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

2,405,310
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

坂井輪地区公民館
新潟市坂井輪地区公民館・西地区
公民館・黒埼北部公民館夜間・休日
受付業務

平日の夜間や土・日曜日等の職員の勤務時
間外において，来館者や電話応対，施錠管理
等の施設管理業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

9,850,394
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

坂井輪地区公民館
新潟市赤塚公民館・中野小屋公民
館夜間・休日受付業務

平日の夜間や土・日曜日等の職員の勤務時
間外において，来館者や電話の応対，施錠管
理等の施設管理業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

3,222,628
公益社団法人新潟市シル
バー人材センター

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号該当

発注課 ②契約の内容 ⑥契約の相手方とした理由


